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 芦屋市では、市内に在住し、在日外国人学校（小学校・中学校相当）に在学する外国人児童・

生徒の保護者の方を対象に、学用品費等の費用の一部を補助します。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

◆朝鮮初・中級学校  ◆大阪中華学校 

◆カネディアン・アカデミイ  ◆関西学院大阪インターナショナルスクール 

◆神戸ドイツ学院  ◆大阪 YMCA インターナショナルスクール 

◆聖ミカエル国際学校  ◆コリア国際学園 

◆神戸中華同文学校  ◆芦屋インターナショナルスクール 

◆マリスト国際学校   

 

 ※対象となる学校は学校教育法に定める各種学校のうち、主に外国人を対象として教育を行

う外国人学校です。私立小・中学校は対象外となります。 

 

 ※上記以外の外国人学校に在学されている場合については、対象となるかどうかを「８ お

問い合わせ」の担当までご確認ください。 

 

※兄弟姉妹がいる場合は、それぞれ申請してください。 

 

※在日外国人学校就学補助金は年度ごとに申請が必要です。 

 

 
 

 
 
 
 

芦屋市在日外国人学校就学補助金についてのお知らせ 

１ 対象となる主な外国人学校 

 

この案内は、芦屋市立小学校・中学校以外の学校に在学されている外国人児童・生徒の

ご世帯の皆様にお送りしています。 

在学されている学校が下記の「対象となる主な外国人学校」に該当しないかたは、対象と

なりませんので、ご了承ください。 



 

 
 
 

○ １０月１日現在、芦屋市に居住する（住民基本台帳に登録されている）小・中学校相当の

外国人児童生徒の保護者であること。 

○ 児童・生徒が日本国籍を含む重国籍を有している場合、学校教育法に基づく就学義務の免

除を受けていること。 

○ 保護者の令和６年中の所得額が下記選考基準額以下であること。 

 
 

選考基準額 
 

扶養親族等の数 基準額 備考 

１人 ６６０万円  
・扶養親族等の人数は 

令和６年末時点のも
のです。 

・同一生計配偶者も扶 
養親族等の人数に含
まれます。 

・父母がともに児童を 
養育している場合は
所得の高い方で判定
します。 

２人 ６９８万円 

３人 ７３６万円 

４人 ７７４万円 

５人 ８１２万円 

６人以上 
１人増すごとに８１２万円に
３８万円を加算 

 
 
 
 
 
 

所得額＝（年間収入金額-給与所得控除額等）-80,000 円-諸控除 
 

給与所得以外に所得がある場合は、その金額も合算します。事業収入などの場合は、必
要経費を除いた額です。 

 
対象となる所得は、総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡
所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等、特例
適用配当等です。 

 
社会保険料として、一律 8 万円を控除します。 

 
給与所得または公的年金所得がある場合は、10 万円（給与所得と公的年金所得の合計
が 10 万円未満の場合は、その合計額）を控除します。 

 
諸控除とは、普通障害者・寡婦・勤労学生各控除 27 万円、特別障害者控除 40 万円、
ひとり親控除 35 万円、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額、長期譲
渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除をいいます。 

 
 

２ 補助金を受けることができる方（次のいずれの要件も満たす方） 

所得額の計算方法 



 

 

      

(1) 新入学児童生徒学用品費（入学時に必要な学用品等の購入費） 

     小学校１年生相当         年額 ６８,６９０円 

     中学校１年生相当         年額 ８５,７３０円 
 

(2) 学用品・通学用品費（入学後に必要な学用品等の購入費） 

     小学校２年生～６年生相当     年額 １３,９００円 

     中学校２年生～３年生相当     年額 ２５,０００円 
 

 (3) 修学旅行費（各学校在籍中に１回） ※ 今年度中の実施予定を含みます。 

     小学校在学相当          年額 ２２,６９０円 

     中学校在学相当          年額 ６０,９１０円 

 

 

(1) 紙申請  「芦屋市在日外国人学校就学補助金交付申請書兼請求書」 

(2) 電子申請 右記 QR コードのリンク内の申請フォームより手続してください。  

※兄弟姉妹がいる場合はそれぞれ申請してください。 

 

 

受付期間：令和 7 年１０月３１日（金）まで ※ 提出期限を厳守してください。 

※紙で申請する場合は在学する在日外国人学校へ提出してください。 

 

 

１２月頃、学校を通じて、申請者に通知します。 

 

 

(1) 補助金は原則として年額を１２月中に、申請書で指定していただいた口座に振込みます。 

(2) 保護者に対する補助金であるため、学校長口座への振込はできません。 

 

 

  芦屋市精道町７番６号 

  芦屋市教育委員会 管理課 ℡ 0797-38-2085 

 

 

 

 

 

 

 

３ 補助金の内容 

４ 申請に必要な書類 

５ 申請受付期間及び提出先 

６ 結果通知 

７ 支給方法 

８ お問い合わせ 

申請は年度毎になりますので、継続して希望される方は毎年の申請が必要です。 



 

記入例 

 


